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はじめに 

 

 

 

 

 

 

令和の時代になってほどなく、新型コロナウイルスのパンデミック発生等もあって、

人と人との交流・機会が減少し、その収束以降も地域や家庭のつながりの希薄化が顕

著になっている等、地域社会の様相が大きく変化してきています。 

かような状況の中、このほど「第３次健康増進計画（健康たいない 21）」と「第３

次歯科保健計画（健口たいないワッハッ歯プラン）」の計画期間の終期を迎えるにあ

たり、２つの計画を統合し、こどもから高齢者まで、ライフステージに応じた切れ目

のない健康づくりを推進していくため、「第４次健康増進計画（健康たいない 21）」を

策定しました。 

当市は、健康づくりの目標を「その人らしい豊かな人生の構築」と位置づけていま

す。健康は豊かで幸せな人生を送るための重要な資源ですが、どんなに気をつけてい

ても病気になってしまう人がいることも事実です。そのことを前提にした上で「病気

ゼロ」だけを目標にするものではなく、たとえ病気であってもその人らしく元気に過

ごせる生き方を目指していかなければならないと考える次第です。 

本計画の推進には、市民の皆様一人ひとりの主体的な取組が欠かせません。さらに、

関係機関や団体、地域を含めた社会全体で取り組む環境を整えていくことも重要です。

市民、関係機関、団体、行政が協働した中で取組を進めてまいりたいと思いますので、

皆様のより一層のご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定に際し、健康づくりに関する調査にご協力いただきました多

くの市民の皆様、計画策定検討会に参画くださった皆様、そして、計画を審議してく

ださった「健康づくり推進協議会委員」の皆様に感謝申し上げます。 

 

 令和８年３月 

胎内市長  井畑 明彦  
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